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【㈨料 2】

主基⏣抜✑の儀・住Ẹ┘ᰝㄳồのᴫせ
す き でん ぬ ほ

一、主基⏣抜✑の儀とは何か

㐪憲のオンパレード㸦ᶓ⏣⪔一㸧といわれる天ⓚ代᭰わりのㅖ儀式に㛵して、その差しṆめと損害

㈺償ッゴがᮾ京地で㐍⾜中である。京㒔では、それとは別の㜚いとして、「主基⏣抜き✑の儀」に

㛵する住Ẹ┘ᰝㄳồを始める。

主基⏣というのは、大嘗⚍に使⏝する新✐を、亀⏥を↝いて⾜うとされる呪⾡によって、⏕⏘する

地域をⓚ居を中心にᮾす二つの地域から㑅び出し、ᮾを悠⣖⏣、すを主基⏣とするものである。この

主基⏣に京㒔府が「占定」された。

主基⏣で⾜われる✄の᱂培収✭は単なる㎰ᴗ⏕⏘ではなく、᫂ⓑな宗教儀式たる大嘗⚍に密接に㛵

㐃する宗教儀式である。㏆代᪥ᮏにおいては、この呪⾡ⓗ宗教のアイテムをそのまま使⏝すると同

に、新たに「天ⓚ」に≉別な⚄性を付与するという「国家⚄㐨」と呼ぶべき新宗教を創タし、これを

⮧Ẹの㐨徳㸦つまり、宗教ではないもの㸧と強弁して国Ẹに強制した。᪥ᮏ国憲ἲは、「国家⚄㐨」

のような᫂ⓑなつ制対㇟でなくても、呪⾡ⓗな宗教一⯡㸦いわゆる⚄♫⚄㐨など㸧についても、信教

の⮬⏤を尊㔜するため、これと国や地᪉⮬体などの公ⓗᶵ㛵が㛵わることを厳しく⚗Ṇしている。

だから、᪥ᮏ国憲ἲにおいては、この大嘗⚍➼の「国家⚄㐨」の中᰾をなす宗教を政教分㞳つ定の᭱

㔜せな対㇟㸦㐪反可⬟性が㧗い宗教㸧としているものとみなすべきである。

二、㐪憲⾜Ⅽをしないように「せᮃ᭩」を提出

⚾たちは、年㸵᭶㸱㸮᪥、「天ⓚ代᭰わりに伴う㐪憲⾜Ⅽを┘どする᭷志の会」を⤖成して、京

㒔府▱事に宛て、「政教分㞳をさだめるἲ令を㑂守し、府▱事をはじめとする府⫋員㸦地᪉公務員㸧

に、これら即位・大嘗⚍にかかわるㅖ儀式に㛵与させたり、公㔠を支出するなどの㐪ἲ⾜Ⅽをしない

よう厳㔜にὀ意し、国㸦宮内┬㸧などから㛵与のせㄳがあっても、憲ἲ㑂守のほⅬからきっぱりとこ

れを断る」よう『せᮃ᭩』を提出した。

三、住Ẹ┘ᰝㄳồ及び住Ẹッゴ

主基⏣に㛵わるㅖ儀式については、府▱事などの地᪉⮬体のᶵ㛵が㛵わるので、地᪉⮬ἲにつ

定された⮬体の㈈政支出に㛵する住Ẹ┘ᰝㄳồを⾜うことができ、┘ᰝ⤖ᯝに不᭹があれば、原告

の⢭⚄ⓗ⿕害について㈺償をồめることなどとは↓㛵係にッゴに㐍むこともできる。

ッゴをᮃむわけではないが、府は⚾たちのせᮃを↓どして、数々の㐪憲⾜Ⅽを≢しそのために㐪ἲ

な支出を⾜ったので、せᮃ᭩提出に参⏬した京㒔府Ẹを中心に、今回、┘ᰝㄳồをすることになった。

ㄳồ人は、「せᮃ᭩」に名を㐃ねた人たちの中の京㒔府Ẹを中心に 12名。宗教やṔ史に㛵係する大

学教員、市Ẹ㐠動を⥆けてきた府Ẹなどである。

ㄳồの対㇟は、府が⾜った㐪憲⾜Ⅽの中から、主基⏣にかかわるもの三件の支出㸦ィ㸲㸴㸱㸪㸲㸷

㸶円だけに㝈定した。㝈定の⌮⏤は、これらの⾜Ⅽについては府が㐪ἲ⾜Ⅽをせぬように⊂⮬に判断

しうることと、その他の㐪憲⾜Ⅽについては、⌧在ᮾ京地で㐍⾜中の損害㈺償ㄳồッゴでも問われ

ていることなどである。これによって、┘ᰝ人はこのㄳồの妥当性を☜実に判断できるからである。
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四、その他・住Ẹッゴの意⩏➼

30年前の天ⓚ代᭰わりに㝿しても、大㜰地で損害㈺償ㄳồッゴが⾜われた。このッゴにおいて、

大㜰㧗は、即位の♩・大嘗⚍➼に国が㛵わり国㈝を支出することが憲ἲの政教分㞳原則に㐪反する

ことを᫂ⓑに指摘している。この指摘は、当↛ᮏ件支払・支出についても当てはまる。同ッゴは、原

告らから国に対する損害㈺償ㄳồであったため、原告らには㐪憲㐪ἲな国㈝支出による「損害がない」

としてㄳồがᲠ却されているが、ᮏㄳồにおいてㄳồ人らは単に㐪憲㐪ἲな支出のṇをồめている

だけであるから、┘ᰝ人においては、同判Ỵに基づき᫂☜な┘ᰝ⤖ᯝが出せると思われる。

また、30 年前に同ᵝに主基⏣に占定された大分┴において㐪憲ッゴが提ッされ、㐪憲性がないと

の判断がなされたが、その後、⮬体の政教分㞳㐪反の支出に㛵する新しい憲ἲ判断基‽が᭱㧗に

よって♧されており㸦北ᾏ㐨◁川市政教分㞳㐪憲ッゴ✵▱太⚄♫事件、2010 年 1 ᭶ 20 ᪥、᭱㧗判
そ ら ちふと

所大ἲ廷㸧、この基‽に従えば、ᮏ件支出は当↛のこと、大分┴における支出も㐪ἲとされたはずで

ある。

憲ἲ㑂守⩏務は、天ⓚ・摂政その他公務員にㄢせられている㸦᪥ᮏ国憲ἲ➨ 99 ᮲㸧が、これを㑂

守させることは、⚾たちㅖ個人のᶒ利であると同に「不断の努力によつて、これを保持しなければ

ならない㸦᪥ᮏ国憲ἲ➨ 12᮲㸧」㈐務であると⪃える。

なお、地᪉⮬ἲが定める住Ẹ┘ᰝ・住Ẹッゴのㄳồ人及びッゴ原告になる㈨᱁が、単に当ヱ⮬

体の「住Ẹ」とのみされていて、憲ἲ➨ 14 ᮲にあるように「人✀、信᮲、性別、♫会ⓗ㌟分又は㛛

地により㸦中␎㸧差別されない」だけではなく、国⡠や年㱋も問わないとされていることの意味につ

いて一ゝ㏙べておかねばならない。᪥ᮏの中には、᪥ᮏ国⡠を持たない、あるいは、もてないという

形で国⛯や地᪉⛯を支払って⏕άする多数の「住Ẹ」が存在している。᪥ᮏの国⡠ἲは、⾑⤫主⩏を

原則としているので、⚾ぢでは「♫会ⓗ㌟分又は㛛地により、政ⓗ、⤒῭ⓗ又は♫会ⓗ㛵係におい

て、差別されない」とする憲ἲに反しているのではないかと思われる。このことは、「国Ẹ主ᶒ」と

いうゝⴥがあっても、その「国Ẹ」への参入・㞳⬺が、そもそも➼しい人ᶒを具えたㅖ個人の⮬⏤な

㑅択に任されていないということを意味する。憲ἲの下位ἲにすぎない国⡠ἲが主ᶒ⪅を㝈定するな

どということがあってはならないはずである。国⡠ἲ⮬体の問㢟は、ここで῝く㏣及することはしな

いが、地᪉⮬ἲの定める国⡠を問わない「住Ẹ」の定⩏は、この▩┪をゎỴする⣒口であると思わ

れる。地᪉⮬ἲが、᪥ᮏ国憲ἲ全体の⢭⚄によく➢合していることを᫂☜化することも、ᮏ件提㉳

の㔜せな意⩏として位⨨付けたいと思う。

【提ッ報告】

提ッしました

われわれが㸶᭶㸰㸯᪥に京㒔府┘ᰝ委員会に対し提出した、京㒔府▱事らが「主基⏣抜✑の儀」他

大嘗⚍㛵㐃のㅖ儀式に参列したことの公㈝の㐪ἲ支出を問う┘ᰝㄳồに対し、㸯㸮᭶㸳᪥付で京㒔府

┘ᰝ委員会から「ᮏ件支出について、これをṇする事⏤はㄆめられない」とわれわれのㄳồを㏥け

るỴ定が届きました。

ということで、われわれは当↛その⤖ᯝに⣡得できるわけはなく、その㏻▱以㝆、「京㒔・主基⏣



- 6 -

抜✑の儀㐪憲住Ẹッゴ」の提ッを‽備し、㸯㸯᭶㸲᪥、ッ≧を京㒔地に提出しました。

今回のッゴの原告は┘ᰝㄳồ人全員、弁ㆤ団は、大㜰弁ㆤ士会から㸱㸮年前に全国から⣙㸯㸵㸮㸮

人の原告を募㞟して提ッした即位♩・大嘗⚍㐪憲ッゴの中心となった加島弁ㆤ士他、安倍㤳┦㟹国参

拝㐪憲ッゴの弁ㆤ団の弁ㆤ士合わせて㸴人と京㒔弁ㆤ士会からㅖ富弁ㆤ士他、オンブズマン㛵係➼の

弁ㆤ士の合わせて㸲人、ィ㸯㸮人の弁ㆤ士の᪉々です。

㸯㸯᭶㸲᪥午前㸯㸮㸸㸱㸮に原告、弁ㆤ団、事務局のメンバーが京㒔地に㞟合し、マスコミによ

る判所への入場のᵝ子の撮影を⤒て、判所にッ≧を提出し、その後、グ⪅会ぢを㛤きました。

グ⪅会ぢではまず、原告代⾲で⳻ᮌ政ᬕさんが、年㸵᭶に⾜った京㒔府に対する、㐪憲⾜Ⅽをし

ないようにという意ぢ᭩の提出、┘ᰝㄳồを⤒て今回の提ッに⮳るまでの⤒⦋をㄝ᫂し、⥆いて原告

として㥖㎸Ṋさん、ᮔ実さんがⓎゝし、その後、弁ㆤ団からㅖ富弁ㆤ士、加島弁ㆤ士もこのッゴのㄝ

᫂をしました。その中で⳻ᮌさんは、「大嘗⚍」、「主基⏣抜✑の儀」は国家⚄㐨の宗教儀式であって、

単なる♫会儀♩とはゝえない。⚾人として宗教儀式を⾜うのは勝手だが、それに対して公㈝を支出す

るのは⤯対にチせない。㐪憲判Ỵを出してもㄡも困らないので、判所は㠀、㐪憲判Ỵを出してほ

しいとッえました。

京㒔新⪺


